
福祉のまちづくりに係る共同住宅等整備要綱 手続きの流れ 

 

 

 建築指導課に事前相談（施設整備項目表の内容を確認） 

 

 

     

 

  

 

  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

正１部、控１部 

事前相談 

協議完了 

建築確認申請 

適合証の発行 

完了届の提出 

正１部、副１部、控１部 

 

建築指導課と協議 

正１部、控１部 

約

２

週

間 

協力書変更届の提出 

変更等がない場合 変更等があった場合 

完了検査合格後 

頭紙は押印不要ですが、添付の委任状には建築主の押印

が必要です。 

 

建築主の押印が必要です。 

完了検査の実施 

検査日の日程調整後 

建築指導課にご連絡のうえ、完了検査の日程調整をしてください。 

住環境課から事業者へ協力書提出の案内 

協力書の提出 

整備協議書の提出 

建築主の押印が必要です。 

 


